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EUの森林減少防止に関する規則（EUDR）の概要

Ⅰ. 欧州酪農情勢

1

目的・・・森林減少の防止

EU市場に輸入・販売され又はEU市場から輸出される製品が、森林減少に関わっていないことや生産国

の関連法規を遵守していることの確認（デュー・デリジェンス（DD））・証明を義務付け

概要

• ＜対象製品＞ 牛、カカオ、コーヒー、アブラヤシ、ゴム、大豆、木材を原材料とする製品

（例：牛肉、牛皮、チョコレート、パーム油、タイヤ、木製家具、紙製品）

• EU市場に対象製品を輸入しようとする事業者（原則輸入業者）等は、DDを実施し、森林減少に関

わっていないことや生産国の関連法規を遵守していることを証明するデュー・デリジェンス・ス

テートメント(DDS)を提出する必要 ＝ 地理的位置情報などの収集・提出

• EU域外の者も、情報提供等、DDへの協力を求められる可能性

適用開始日

・2025年12月30日から(小規模・零細事業者は2026年6月30日から)

（出所）農林水産省、EU代表部
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２

2024年1２月 適用の１年延期が決定

・大企業 ：24年12月30日～ → 25年12月30日～

・中小事業者：25年 6月30日～ →   26年 6月30日～

2025年４月 簡素化措置の導入、提案 ⇒ 事務負担の30％軽減

① DDSの提出：出荷・バッチごと → 年1回の提出で可

（ただし、DDSで対象とする製品数量をDDの実施対象数量が超えた場合は、

新たなDDSを別途提出する必要）。

② EUに以前上市された製品を再輸入する場合、大企業は既存のDDSを再利用可

③ サプライチェーン下流の大企業は、供給事業者のDDSの参照番号を取得し、

自身のDDSで当該参照番号を利用可

④ 同一の代理人が、企業グループ内の複数の企業を代表してDDSを提出可

（欧州委員会の提案）

・検査・分析・試験目的のサンプル製品についてはEUDR対象外とする など
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２

2025年５月 国別リスク分類（ベンチマーキングシステム）案の公表

日本は「低リスク国」

低リスク国・・・EU加盟27カ国、英国、米国、豪州、ニュージーランド、

中国、韓国、インド、ベトナムなど140カ国

標準リスク国・・ブラジル、アルゼンチン、インドネシア、マレーシア、

メキシコなど

高リスク国・・・ロシア、ベラルーシ、北朝鮮、ミャンマー

低リスク国は、DDにおけるリスク評価とリスク低減措置が免除され、

事業者検査率も優遇される。

（出所）農林水産省
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